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(57)【要約】
　【課題】車線維持用アシストトルクの有無に起因する
操舵の違和感を防止あるいは抑制する。
　【解決手段】自車両が走行車線から逸脱するのを防止
する方向への車線維持用アシストトルクが、運転者が打
ち勝てる範囲の大きさで付与される。舵角増大方向への
操舵トルクに対して舵角減少方向への操舵トルクが小さ
くなるようにヒステリシスが設定される。車線維持用ア
シストトルクが付与されているときは、車線維持用アシ
ストトルクが付与されていないときに比して、上記ヒス
テリシスの幅が小さくされる。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両が走行車線から逸脱するのを防止する方向への車線維持用アシストトルクを、運
転者が打ち勝てる範囲の大きさで付与するようにした車線維持支援装置において、
　舵角増大方向への操舵トルクに対して舵角減少方向への操舵トルクが小さくなるように
ヒステリシスが設定され、
　前記車線維持用アシストトルクが付与されているときは、該車線維持用アシストトルク
が付与されていないときに比して、前記ヒステリシスの幅が小さくされる、
ことを特徴とする車線維持支援装置。
【請求項２】
請求項１において、
　物理的操舵トルクと運転者が知覚する知覚操舵トルクの大きさとの相関関係が、物理的
操舵トルクが小さいときは大きいときに比して、同じ物理的操舵トルクの変化量であって
も前記知覚操舵トルクの変化量が大きくなるように設定された特性として設定され、
　前記車線維持用アシストトルクが付与されているときと付与されていないときとの間に
おける前記ヒステリシスの幅の差が、前記特性に照合して前記知覚操舵トルクの変化量が
ほぼ同一となるように設定される、
ことを特徴とする車線維持支援装置。
【請求項３】
請求項１または請求項２において、
　運転者によりマニュアル操作されて、車線維持用アシストトルクを付与する制御実行状
態と、車線維持用アシストトルクの付与を禁止する制御禁止状態とを選択する切替スイッ
チを備え、
　前記切替スイッチにより前記制御実行状態が選択されているときは、前記制御禁止状態
が選択されているときに比して、前記ヒステリシスの幅が小さくされる、
ことを特徴とする車線維持支援装置。
【請求項４】
請求項１ないし請求項３のいずれか１項において、
　自車両の走行車線における物理的車線中心位置から左右方向に所定幅ずれた範囲が不感
帯として設定されて、自車両の物理的車線中心位置が該不感帯内に存在するときは前記車
線維持用アシストトルクの付与が行われないようにされ、
　自車両の物理的車線中心位置が前記不感帯外に存在するときは該不感帯内に存在すると
きに比して、前記ヒステリシスの幅が小さくされる、
ことを特徴とする車線維持支援装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車線維持支援装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　車両、特に自動車にあっては、走行中での車線維持を支援するため、つまり車線逸脱を
防止するために、車線を逸脱する方向とは反対方向（つまり車線中心位置に向かう方向）
へ操舵を行うための車線維持用アシストトルクを付与するようにしたものが増加する傾向
にある。この車線維持用アシストトルクを付与された方向への操舵力が軽くなるので、運
転者は自然と、車線中心位置に戻るように促されることになる。勿論、車線維持用アシス
トトルクの大きさは、運転者が積極的に車線変更する際等に行なう操舵の妨げとならない
ように、運転者が打ち勝てる範囲の大きさに設定されることになる。
【０００３】
　ステアリングハンドルを操作した際、舵角増大方向への操舵トルクに比して、舵角減少
方向への操舵トルクを小さくするヒステリシスを設定するのが一般に行われている。上記
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ヒステリシスは、セルフアライニングトルクや操舵系の機械抵抗等を勘案して設定される
ものである。このヒステリシスの設定により、保舵機能が高められ、また舵角増大方向と
舵角減少方向との間で操舵について運転者が知覚する操舵感に大きな相違が生じないよう
にして、良好な操舵感覚が得られることになる。
【０００４】
　特許文献１には、大舵角ほど、前記ヒステリシスの幅を小さくすることが開示されてい
る。特許文献２には、車輪のグリップ力つまり横Ｇに応じて前記ヒステリシス幅を変更す
るものが開示されている。特許文献３には、人間の上肢が発揮する力の大小によって、実
際の力つまり物理力と人間知覚する知覚力とが相違する、ということが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－２２７１２５号公報
【特許文献２】特開２０１１－２０１３８８号公報
【特許文献３】特開２００８－１２５５２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、車線維持用アシストトルクの付与制御を行う車両にあっては、ステアリング
ハンドルの戻り感が悪化する現象を生じる、ということが判明した。具体的には、車線維
持用アシストトルクが付与されているときは、その分だけ、車線維持用アシストトルクが
付与されていない場合に比して運転者が発揮する操舵トルクが小さくてすむことになる。
　　　
【０００７】
　一方、運転者が知覚する操舵力は、特にステアリングハンドルを操作する腕（上肢）が
発揮している力に応じて感じるものとなる。そして、運転者は、自分自身が発揮している
力が小さいときは大きいときに比して、操舵力の物理的な変化量が同じであっても、より
大きく操舵力が変化していると知覚することになる。
【０００８】
　このようなことから、車線維持用アシストトルクを付与しない状態での前記ヒステリシ
スの幅が、運転者の操舵感覚として好ましいものに設定されていたとしても、ヒステリシ
スの幅が同じままでは、車線維持用アシストトルクを付与した状態へと移行した際に、ス
テアリングハンドルの戻りが悪くなったと感じてしまうことになる。
【０００９】
　本発明は以上のような事情を勘案してなされたもので、車線維持用アシストトルクの有
無に起因して運転者に対して操舵に関する違和感を与えてしまうことを防止あるいは抑制
できるようにした車線維持支援装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記目的を達成するため、本発明にあっては次のような解決手法を採択してある。すな
わち、請求項１に記載のように、すなわち、
　自車両が走行車線から逸脱するのを防止する方向への車線維持用アシストトルクを、運
転者が打ち勝てる範囲の大きさで付与するようにした車線維持支援装置において、
　舵角増大方向への操舵トルクに対して舵角減少方向への操舵トルクが小さくなるように
ヒステリシスが設定され、
　前記車線維持用アシストトルクが付与されているときは、該車線維持用アシストトルク
が付与されていないときに比して、前記ヒステリシスの幅が小さくされる、
ようにしてある。上記解決手法により、車線維持用アシストトルクが付与されていない状
態から付与している状態へと移行した際に、ステアリングハンドルの戻りが悪化したと運
転者に感じさせてしまう事態が防止あるいは抑制されることになる。
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【００１１】
　上記解決手法を前提とした好ましい態様は、請求項２以下に記載のとおりである。すな
わち、
　物理的操舵トルクと運転者が知覚する知覚操舵トルクの大きさとの相関関係が、物理的
操舵トルクが小さいときは大きいときに比して、同じ物理的操舵トルクの変化量であって
も前記知覚操舵トルクの変化量が大きくなるように設定された特性として設定され、
　前記車線維持用アシストトルクが付与されているときと付与されていないときとの間に
おける前記ヒステリシスの幅の差が、前記特性に照合して前記知覚操舵トルクの変化量が
ほぼ同一となるように設定される、
ようにしてある（請求項２対応）。この場合、力に関する人間の知覚特性を十分に考慮し
て、請求項１に対応した効果を十分に発揮させることができる。
【００１２】
　運転者によりマニュアル操作されて、車線維持用アシストトルクを付与する制御実行状
態と、車線維持用アシストトルクの付与を禁止する制御禁止状態とを選択する切替スイッ
チを備え、
　前記切替スイッチにより前記制御実行状態が選択されているときは、前記制御禁止状態
が選択されているときに比して、前記ヒステリシスの幅が小さくされる、
ようにしてある（請求項３対応）。この場合、切替スイッチにより運転者の好みに応じて
車線維持制御の実行と禁止とを選択できるようにしつつ、この切替スイッチの操作に起因
した操舵に関する違和感を防止あるいは抑制することができる。
【００１３】
　自車両の走行車線における物理的車線中心位置から左右方向に所定幅ずれた範囲が不感
帯として設定されて、自車両の物理的車線中心位置が該不感帯内に存在するときは前記車
線維持用アシストトルクの付与が行われないようにされ、
　自車両の物理的車線中心位置が前記不感帯外に存在するときは該不感帯内に存在すると
きに比して、前記ヒステリシスの幅が小さくされる、
ようにしてある（請求項４対応）。この場合、不感帯の設定により不必要に車線維持用ア
シストトルクを付与する事態を防止しつつ、自車両の物理的車線中心位置が不感帯内にあ
るか否かを問わず、操舵に関する違和感を防止あるいは抑制することができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、車線維持用アシストトルクの有無に起因して運転者に対して操舵に関
する違和感を与えてしまう事態を防止あるいは抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明が適用された車線維持支援装置の制御系統例を示すブロック図。
【図２】ヒステリシスの幅の変更例と、物理的操舵トルクと知覚操舵トルクとの相違を示
す。
【図３】目標ヨーレートの決定を説明するための図。
【図４】図３における前方注視時間Ｔの設定例を示す図。
【図５】目標ヨーレートに応じた目標操舵トルクの設定例を示す特性図。
【図６】操舵角速度に応じた基準ヒステリシス幅の設定例を示す特性図。
【図７】本発明の制御例を示すフローチャート。
【図８】本発明の第２の実施形態を示すもので、車線維持用アシストトルクの設定例を示
す特性図。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図１は、車両（自動車）に搭載された本発明の制御系統例をブロック図的に示すもので
ある。この図１において、Ｕは、マイクロコンピュータを利用して構成されたコントロー
ラ（制御ユニット）である。コントローラＵは、記憶手段Ｍを有して、制御に必要なプロ



(5) JP 2014-118024 A 2014.6.30

10

20

30

40

50

グラム以外に、後述する制御を実行するために用いられる各種特性図等を記憶している。
【００１７】
　コントローラＵには、各種センサや装置Ｓ１～Ｓ６からの信号が入力される。Ｓ１は、
運転者により操作されるステアリングハンドルの操作量つまり舵角（操作方向を含む舵角
）を検出する舵角センサである。Ｓ２は、例えば、ステアリングシャフトに取付けられて
、ステアリングシャフトのねじり量に応じて操舵トルクを検出するトルクセンサである。
【００１８】
　Ｓ３は、自車両の前方を撮影するカメラであり、自車両が走行している車線を区分する
左右の白線位置の検出と、左右白線位置に対する自車両の横方向位置との検出のために用
いられる（物理的車線中心位置の検出ともなる）。Ｓ４は、車速を検出する車速センサで
ある。Ｓ５は、ナビゲーション装置で、自車両の現在位置を検出すると共に、地図情報を
利用して自車両が走行している現在の道路状況や前方の道路状況等を検出するためのもの
となっている。Ｓ６は、切替スイッチで、運転者によりマニュアル操作されて、後述する
車線維持制御のオン（実行）とＯＦＦ（実行禁止）とを選択するためのものである。
【００１９】
　コントローラＵは、モータＳ１１と、ディスプレイやランプ等の表示手段Ｓ１２を制御
する。モータＳ１１は、操舵系に組み込まれて、パワーアシストを行うためのものである
すなわち、実施形態では、パワーステアリング機構がモータＳ１１によってアシスト力が
発生される電動式とされて、このモータＳ１１への供給電流を調整（変更）することによ
り、操舵アシスト力が変更されることになる。表示手段Ｓ１２は、前記切替スイッチＳ６
のオン、ＯＦＦ状態を運転者に報知するためのものである。
【００２０】
　図２は、本発明の内容を図式的に示すもので、図２（ａ）は、物理的操舵トルクと操舵
角とヒステリシスとを示すものである。図２（ａ）において、破線は、車線維持用アシス
トトルクが無しの状態での特性を示すもので、同じ操舵角のときに、舵角が増大する方向
への操舵トルクに対して、舵角が減少する方向の操舵トルクが小さく設定され、その差△
Ｔphyがヒステリシスの幅を示す。
【００２１】
　図２（ａ）において、実線は、車線維持用アシストトルクが付与された状態での特性を
示すもので、同じ操舵角のときに、舵角が増大する方向への操舵トルクに対して、舵角が
減少する方向の操舵トルクが小さく設定され、その差△Ｔ′phyがヒステリシスの幅を示
す。この△Ｔ′phyは、車線維持用アシストトルク無しの場合における△Ｔphyよりも小さ
くされている。
【００２２】
　図２（ｂ）は、物理的な操舵トルクと人間（運転者）が知覚する操舵トルクとの相関関
係を示すものである。この図２（ｂ）から明かなように、物理的操舵トルクの変化量が同
じであっても、物理的操舵トルクが大きいときは小さいときに比して、知覚操舵トルクの
変化量が小さいものとなる。
【００２３】
　物理的操舵トルクが大きい状態（換言すれば車線維持用アシストトルク無しの場合）に
おいて、前記ヒステリシス幅△Ｔphy分の物理的操舵トルク変化量に対応した知覚操舵ト
ルクの変化量は、△Ｔperとなる。物理的操舵トルクがより小さい状態（換言すれば車線
維持用アシストトルク有りの場合）において、前記ヒステリシス幅△Ｔ′phy分の物理的
操舵トルク変化量に対応した知覚操舵トルクの変化量は、△Ｔ′perとなる。そして、△
Ｔ′per＝△Ｔper＝小の関係となるようにされている。
【００２４】
　一方、物理的操舵トルクがより小さい状態（換言すれば、車線維持用アシストトルク有
りの場合）において、車線維持用アシストトルク無しの場合における大きなヒステリシス
幅△Ｔphy分の物理的操舵トルク変化量に対応した知覚操舵トルクの変化量は、△Ｔ′per
よりも相当に大きな値となる。つまり、車線維持用アシストトルク無しの状態から有りの
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状態へと変化したとき、ヒステリシス幅を大きなヒステリシス幅である△Ｔphyのままと
したならば、この△Ｔphyに対応した知覚操舵トルクの変化量が大きくなり過ぎてしまい
、運転者は、ステアリングハンドルの戻りが悪くなったと感じてしまうことになる。
【００２５】
　本発明では、車線維持用アシストトルクが有りの場合は無しの場合に比して、ヒステリ
シス幅を、小さなヒステリシス幅△Ｔ′phyへと変更するので、これに応じた知覚操舵ト
ルクの変化量が、車線維持用アシストトルク無しの場合と同じあるいはほぼ同じとなって
、操舵についての違和感を感じない（あるいは感じにくい）ものとなる。
【００２６】
　実施形態では、車線維持用アシストトルクの有無に応じたヒステリシス幅の変更量を、
知覚操舵トルクの変化量が同じになるようにしてある。具体的には、まず、車線維持用ア
シストトルク無しの場合のヒステリシス幅△Ｔphyに応じた知覚操舵トルク変化量△Ｔper
を決定する。次いで、車線維持用アシストトルク有りの場合のヒステリシス幅を、上記変
化量△Ｔperと同じ知覚操舵トルク変化量△Ｔper（＝△Ｔ′per）となるように決定すれ
ばよい。これにより、ステアリングの戻り感が、車線維持用アシストトルクが無い場合と
有る場合とで、同じ操舵感を得ることが可能となる。
【００２７】
　次に、車線維持のための車線維持用アシストトルクの決定例について説明する。まず、
実施形態では、図３に示すように、自車両Ｘの前方に物理的車線中心位置となる誘導目標
点αに誘導するために要求される目標ヨーレート演算が行われる。この誘導目標点αまで
の自車両前方方向への距離がＶＴとされる。この場合、Ｖは車速であり、Ｔは前方注視時
間である。前方注視時間は、例えば図４に示すような特性として設定されるが、要は、誘
導目標点αに到達させるまでの目標時間であり、基本的に、車速が大きくなるほど前方注
視時間Ｔが小さくされる（上限値、下限値の設定あり）。
【００２８】
　誘導目標点αに誘導するのに要求される目標ヨーレートΥtargetは、車速、自車両の横
位置、ヨー角、車線の曲率、クロソイドパラメータに基づいて、次式（１）によって求め
られる。式（１）中、Ｖは車速、Ｔは前方注視時間、Ｒは車線の曲率、Ψ０は自車両Ｘの
ヨー角、ｙ0は自車両Ｘの横方向位置、Ａはクロソイドパラメータである。なお、曲率Ｒ
等は、カメラＳ３での検出結果に基づいて決定することもできるが、例えばナビゲーショ
ン装置Ｓ５での地図情報や道路脇に設定されているインフラ施設からの情報に基づいて入
手する等、適宜の手法で入手することができる。
【００２９】
【数１】

【００３０】
　目標ヨーレートΥtargetが決定されると、この目標ヨーレートΥtargetと車速とを図５
に示す特性に照合して、運転者が発揮すべき目標操舵トルクが決定される。次いで、操舵
角速度を図６に示す特性図に照合して、ヒステリシス幅が決定される。なお、ヒステリシ
ス幅は、操舵角速度が小さい領域（例えば０．００００１ｒａｄ／ｓ以下）では、不感帯
を設定してある（操舵のがたつき防止）。このヒステリシス幅は、車線維持用アシストト
ルクが無い基準値を設定する場合に対応しており、車線維持用アシストトルクが有るとき
は、図２について説明したように、ヒステリシス幅が小さくなるように減少補正される。
【００３１】
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　パワーステアリング装置に対する最終出力のために、次のような操舵トルクが決定され
る。まず、図３で説明した旋回に必要な操舵トルクがＴBASEが演算される。前述した図５
から決定される目標操舵トルクがＴtargetとされる。運転者による操舵トルクをＴDriver
としたとき、ＴDriverに応じた標準アシストトルクがＴESPとして決定される。そして、
車線維持用アシストトルクＴLKAが、次式（２）に基づいて算出される。
【００３２】
　ＴLKA＝ＴBASE－ＴDriver－ＴESP        （２）
　上記車線維持用アシストトルクＴLKAが、車線維持制御なしの場合に対して、追加的に
付与されることになる。そして、車線維持用アシストトルクＴLKAが付与されるときは、
付与されない場合に比して、ヒステリシス幅が減少補正されることになる。
【００３３】
　図７は前述した車線維持用アシストトルクＴLKAの決定とヒステリシス幅の決定とを行
うための制御例を示すフローチャートである。以下このフローチャートについて説明する
が、切替スイッチＳ６がＯＮのとき（車線維持用アシストトルク制御有り）を前提として
いる。また、以下の説明でＱはステップを示す。勿論、図２（特に（ｂ））、図４、図６
や後述する図８の特性や、式（１）、式（２）等は、記憶手段Ｍに記憶されているもので
ある。
【００３４】
　以上のことを前提として、まず、Ｑ１において、各種センサ等Ｓ１～Ｓ６からの信号が
読み込まれる。次いでＱ２において、図３で説明したように、目標ヨーレートΥtaegetが
演算される。ついで、Ｑ３において、図５に基づいて、運転者に発揮させる目標操舵トル
クＴDtargetが演算される。この後、Ｑ４において、図３の誘導目標点αに誘導するため
の旋回に必要な操舵トルクＴBASEが演算される。
【００３５】
　Ｑ４の後、Ｑ５において、Ｑ３で演算された目標操舵トルクＴDtargetに基づいて、標
準アシストトルクＴESPが演算される。この後、Ｑ６において、式（２）に基づいて、車
線維持用アシストトルクＴLKAが演算される。この後、Ｑ７において、図６に基づいて、
基準のヒステリシス幅が決定される。
【００３６】
　Ｑ７の後、Ｑ８において、車線維持用アシストトルクＴLKAが０であるか否かが判別さ
れる。このＱ８の判別でＹＥＳのときは、車線維持用アシストトルクが付与されるときな
ので、Ｑ９において、Ｑ７で決定された基準のヒステリシス幅が減少補正される。この後
は、Ｑ１０において、車線維持用アシストトルクＴLKAが付加されるようにモータＳ１１
が制御され、また決定されたヒステリシス幅となるように制御される。
【００３７】
　前記Ｑ８の判別でＮＯのときは、車線維持用アシストトルクがなしのときであり、この
ときはＱ９を経ることなく、Ｑ１０へ移行される（基準ヒステリシス幅とされる）。
【００３８】
　図８は、本発明の第２に実施形態を示すものである。本実施形態では、車線維持用アシ
ストトルクの決定を、図８に示す特性に基づいて決定するようにしてある。図８では、物
理的車線中心位置から左右方向に所定幅（例えば０．４～０．５ｍ）の不感帯を設定して
、この不感帯では、車線維持用アシストトルクを付与しない（禁止する）ようにしてある
。そして、不感帯外においてのみ、車線維持用アシストトルクを付与するようにしてある
。本実施形態の場合は、ヒステリシス幅は、不感帯域にあるときは基準ヒステリシス幅と
され、不感帯の外の領域では基準ヒステリシス幅を減少補正した大きさとされる（減少補
正の仕方は図２についての説明と同じ）。
【００３９】
　ここで、切替スイッチＳ６によって、車線維持用アシストトルクの制御実行と制御禁止
とが切替えられた場合は、制御禁止のときのヒステリシス幅を基準ヒステリシス幅とし、
制御実行のときはヒステリシス幅が上記基準ヒステリシス幅よりも減少補正される。
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【００４０】
　以上実施形態について説明したが、本発明は、実施形態に限定されるものではなく、特
許請求の範囲の記載された範囲において適宜の変更が可能である。パワーアシスト装置と
しては、電動式に限らず、油圧式であってもよい。自車両の車線に対する横方向位置の検
出は、カメラＳ２を利用する以外に、レーダ等の別のセンサを代替的にあるいは協働し使
用したり、高精度のナビゲーション装置を利用したり、路車間通信による道路脇からのイ
ンフラ施設からの情報入手等によって行ったり、これらを組み合わせせて行う等、適宜選
択できるものである。勿論、本発明の目的は、明記されたものに限らず、実質的に好まし
いあるいは利点として表現されたものを提供することをも暗黙的に含むものである。
【産業上の利用可能性】
【００４１】
　本発明は、車両の車線維持支援装置として好適である。
【符号の説明】
【００４２】
Ｕ：コントローラ（制御手段）
Ｓ１：舵角センサ
Ｓ２：トルクセンサ
Ｓ３：カメラ
Ｓ４：車速センサ
Ｓ５：ナビゲーション装置
Ｓ６：切替スイッチ（車線維持制御のＯＮ、ＯＦＦ用）
Ｓ１１：モータ（パワーアシスト用）

【図１】 【図２】
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【図５】
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